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在学関係論の理論課題
一特別権力関係論の検討一

　　　雪丸　武彦
（九州大学／大学院生）
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1　はじめに

　本稿は戦後の在学関係論の一つである特別権力関

係論を対象に、合意の位置づけに着目し考察するも

のである。本稿では特に義務教育学校における在学

関係論を対象とする。

　在学関係とは就学者と就学校との法関係のことを

言う。この法関係は、教育行政の条件整備義務を課

すわが国の教育法体系にあっては、給付行政の法関

係と位置づけられる。

　ドイツの給付行政の法関係論について論ずる村上

によれば、警察行政のような秩序行政・侵害行政と

一線を画する給付行政の特徴として以下のように指

摘している（D。

給付行政と侵害行政とを区別する基準としては、

究極的には、協力関係ないしは協働関係
（Kooperation）ではないかとされているのである。

即ち、給付行政においては、単に法律によって定

められただけの義務、即ち主要な義務を履行して

おればそれで良いという訳にはゆかず、給付関係

は時間的にみて継続的な関係に立っているゆえ、

その過程においては、行政目標が日々具体化され

なければならず、かつそれ故様々な副次的な義務

の履行がなければ、給付目的は達成できない場合

もあるのである。即ち協力関係が存在しなければ

ならないのである。

　以上のように協力というものを在学関係の特色な

いし要素として考えた場合、協力を得るための相互

関係の形成が在学関係の前提的条件になるのは間違

いないと言える。そして相互関係形成の手段として

「合意」という仕組みが考えうる。

　もともと教育法、教育経営という学問では合意と

いうものに対しては親和的であったと思われる。例

えば学校内部組織論として展開された「伊藤一宗像論

争」（2）は、伊藤和衛による合理化論と宗像誠也によ

る民主化論の争いと描写される。ここには断絶があ

るように見えるし、また両者の間の議論だけ見れば

接合点を見いだすのは困難である。この背景には、

「伊藤が学校経営の科学を構築しようとしていたの

に対し、宗像は教育政策・行政にアンチとしてのま

さに教育運動を展開しようとしていた」（3）両者の立

論の意図の差異がある。

　だが、それにしても、両者にとって合意獲得は理

論の基礎的・前提的な課題だといってよい。

　伊藤の合理化論は、「民主化を後回しにした職務分

析や内部報告制として、経営の民主化と合理化を前

後的継起的に捉える方法論的誤りを犯していた点で、

やはり『権力化へのお手伝い』の誤解が入り込みや

すい余地があった」（4）との批判がある。しかしなが

ら一方で伊藤の立論の基礎として、受教育権の保障

の問題が掲げられていたことは見逃せない㈲。すな

わち、合理化論を論ずることを可能にする素地とし

ての戦後教育法制、そこにおける国民の事前合意を

立論の基礎にしていたと説明が可能である。この合

意の上での学校経営ないし公教育経営はいかなるも

のであるべきかを科学管理という視点から理論構成

したのが伊藤の合理化論であった。

　そして一方で宗像の民主化論は、その理論の特徴
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である職員会議の議決機関説に見られるように、自

主性ある専門職としての教員の間の合意を基礎とし

ていた。

　どの段階で合意を獲得するのかという認識が両論

を分けたと整理できる（6）。

　また、このような合意獲得問題は黒崎のいう正統

性獲得の問題とも重なる。すなわち黒崎は「公立学

校離れ」という現象に対し、以下のように指摘する（7）。

もはや学校は個々の教育成果において問われてい

るのではない。学校の事実上の管理と運営を独占

してきた現行の体制は、単なる非効率という点か

ら非難されているのではなく、教育は誰の意志に

したがって行われるべきであるのかという、学校

教育活動の正統性という点において批判的に問い

なおされているのである。

　在学関係がもつ給付関係という法的性質から導か

れる合意の望ましさに加え、その関係が構築される

こと自体の正統性という観点からも合意の重要性が

論じられうると言える。

　しかしながらわが国において在学関係論は以上の

ような合意論という問題視角からは形成されてこな

かったと考えられる。

　やや結論的に述べてしまえば、わが国における在

学関係論は権力関係の成否をめぐる論争の所産であ

った。近代行政法モデル（国家対市民）を留めたま

ま、「国家」の意思、そして「国民」の意思のそれぞ

れの意思反映の理論を在学関係論として形成した。

特別権力関係論、部分社会論、在学契約論の3つの

理論がそれである。

　だがこれらの理論は権力の所在を説明しても教育

の給付のあり方や内容を十分に説明するものではな

い。これまでの在学関係論では合意というものの存

在は看過されてきたのである。

　合意に着目して在学関係論を考察する意義は次の

2点に求められる。

　第1に、制度原理から根本的に問い直されている

現在の教育制度改革において、合意を取り入れる必

然性が見られることである。これは先に引用した黒

崎の指摘と関わり、制度存在の正統性を保障する仕

組みとして活用が望まれると言える。しかしながら、

研究上合意形成問題は、学校組織内部について語ら

れても、ほぼ毎年外部より組織内に入ってくる児

童・生徒やその保護者との接点について論じられる

ことは少ないと言える。

　第2に、合意形成の場面は学校選択制や新たなタ

イプの学校などの教育改革現象の中で多く見られ、

それに対する考察も増加する一方で、どの段階の合

意をいかに生かすかという視点は見られないという

ことである。政策法学的視点から合意論を在学関係

論の中に取り込む作業が求められると言える（8）。

　本稿では上述の3つの在学関係論のうち、特に特

別権力関係論を対象として合意の所在について検討

し、在学関係論として課題点を明らかにする。特別

権力関係論については言い尽くされている感もあり、

今更検討の姐上に載せることに意味があるのか問わ

れるかもしれない。

　しかし、それが「あってはならない存在」である

ことを指摘することと、その存在のもつ含意やそれ

によって失われたものを指摘することは意味が異な

る。本稿は後者の点において重要な意味を持つと考

える。

　本論では以下の構成をとる。

　第1に、戦後教育法制下における特別権力関係論

の連続性を論じる。ここでは学説と判例に分けて論

述することにする。

　第2に、特別権力関係論が否定された過程及びそ

の論理について確認する。

　第3に、合意の獲得という視座から特別権力関係

論について検討を加える。

1．戦後教育法制における特別権力関係論の残存

1．学説における残津

　戦後、日本国憲法の制定、教育法制の整備により、

わが国においては新たな在学関係が形成されること

となった。新たな在学関係とは、憲法26条に規定さ

れる「教育を受ける権利」を保障され、教育基本法

1条の教育の目的が達成され、10条1項にいう「不

当な支配」を受けることなく、10条2項にいう教育

行政の条件整備のもとで形成される教育給付の法律

関係である。

　だが、この新教育法体制のもとであっても行政法

学の学説上、また判例上（すなわち裁判官の解釈上）

戦前の在学関係論一特別権力関係論一を引き継いで

いた。
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在学関係論の理論課題

　特別権力関係論は19世紀後半、ビスマルク立憲君

主制下でドイツ公法学により提唱された理論であり、

明治憲法下、わが国において行政法学により取り入

れられた特殊理論である。特別権力関係理論は統治

者の保持する行政権の自由な活動領域において権力

服従者への絶対忠誠を求める理論として、プロイセ

ン・ドイツの国法学者オットー・マイヤーが理論体

系化した（9）。

　この理論の特徴は、行政主体について概括的に内

部関係（特別権力関係）と外部関係（一般権力関係）

とを峻別した上で、外部関係には国民の意思　・iK会

の制定する法律の適用を認めるが、内部関係におい

てはその関係の設定目的の達成に必要な範囲と程度

において特別な権力の発動が可能であり、それら法

律の留保、基本権、司法審査を認めないという点に

ある（10）。内部関係とされる在学関係においては、法

治主義の原則の適用が排除され、具体的な法の根拠

なしに包括的な支配権の発動が可能であり、この結

果基本的人権が侵害されたとしても、それにより生

ずる損害は訴訟対象にならないとされた（11）。

　支配権の発動形態は2つのタイプがある。1つは

命令権であり、権力行為者は具体的な法律の根拠な

く必要な規則を定め、命令を強制できる。もう1つ

は規律権であり、権力行為者は秩序維持のために懲

罰を課すことができる。学校の内部規則（校則）は

特別権力関係論上においては行政法上の営造物管理

規則となり、命令、規律を可能にすることになる（も

っとも退学処分のように市民法秩序に関わる行為に

司法審査が及ぶか否かは議論の分かれるところであ
る）。

　特別権力関係の発生する根拠は、特別の法原因（法

律の直接の規定または服従者の同意）に求められる。

ここには特別権力関係が適用される領域の性質（絶

対的区別説）、またはその領域に立ち入るという意思

（相対的区別説）のそれぞれの観点から特殊権限の

受容が正当化された。

　前者は、「特別権力関係は、本来は、一般権力関係

とはその実質的基盤iを異にし」、「従って一般権力関

係に妥当する市民社会の法とはその性質を異にすべ

き」（12）とする。

　後者は、個人の積極的な意思によって公の目的を

持つ営造物を利用する以上、その目的に従って法律

上の諸権利の制限や義務もやむを得ないものとする。

自ら「国家的行政装置」の「自働的または受働的構

成員」となり、「一般臣民義務をこえる特別の諸義務

を負う」ことになるのである㈹。

　特別権力関係論は明治憲法下の緊急権国家（14）にお

いては容認せられたとしても（15）、新憲法下において

はその枠外に異なる法秩序を形成するものであり、

認める余地を持たないはずであった。

　しかしながら、行政法学説においては必ずしも戦

前、戦後の区分に従った理論修正が行われたわけで

はない。例えば戦前、戦後を代表する行政法学者で

あった田中二郎は1957年の著書で、「特別権力関係

は、特別の法律原因に基いて成立する関係であり、

公法上の特定の目的のために必要な限度において、

特定の者に、包括的な支配権が与えられ、特定の者

がこの支配権に服する。そして、この特別権力関係

においては、法治主義の原理の適用が排除される。

いいかえれば、具体的な法律の根拠に基かないで、

包括的な支配権の発動として、命令強制がなされ得

る」㈹と明確に特別権力関係論を肯定している。

　特別権力関係論が行政法学において存続した影響

もあり、戦前の天皇大権事項、内務行政の一部（17）

であり、行政法学理論の対象として語られた教育分

野においても特別権力関係論が継承されることとな

った。これは主に教育行政実務家の手による行政解

釈の体系書の中に見られる。

　渋谷は教育行政事務の体系書を著し行政権の面か

ら在学関係に触れる。渋谷は「行政権の主体と客体

の問には、一般的な支配的関係と、特に公益のため

に特殊な秩序の状態におく管理関係とがある。この

支配権管理権の関係のし方にも、一般権力関係と、

・・剴ｶ生徒の学校に対する在学関係のような、特定

の目的のために成立する特別権力関係とがある」（’8）

と論じる。

　天城勲は、営造物利用関係に立つ学生・生徒と学

校との間に「学校目的の限度」で包括的支配権と特

定の懲戒権に服する特別権力関係があり、それを前

提とした校長の職務権限の態様の存在を認め「学則

は行政命令による営造物規則であって、営造物たる

学校を利用する生徒に対して設置者がその利用関係

を規制した規則である」（19）とする。なお私立学校に

おいては行政命令ではなく、学校設置者と生徒との

契約事項の内容と解している（20）。

　木田宏もまた在学関係について特別権力関係の一

つとして、「特別権力関係、即ち包括的な支配関係の

成立は、通常関係者の合意、あるいは同意によって
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成立する場合が多く」、「その同意が、社会通念上許

容される限度において、包括的支配関係に服するこ

との承諾を与えたもの」と論じ、同意を特殊権限の

発現契機としている。そして木田は、「行政当局は住

民に対する公権力の主体としてというよりは、事業

の経営主体として、一般の事業経営者がその事業や

所属職員の経営管理に包括的な経営権、管理権を有

すると同様の包括的支配権を有する」とし、公権力

主体の地位とは距離を置くが、その一方で、「ただ、

事業の経営主体が同時に統治権の主体であるという

ところから、一般の事業主体以上に特に支配的地位

について法の保護を受けることがあり、逆にまた、

権限の規制をうけることもある」と権力の維持を示

唆する⑳。

2．判例における益虫

　判例は1950年代まで公立学校の在学関係を中心

に特別権力関係論を採用していた。しかし、この理

論の特徴である「法律に基づかない支配権」につい

ては判断が分かれている。

　1953年の京都府立医科大放学堂分事件控訴審を

確認してみる。この事件では公立学校の学生に対す

る退学処分の取消の訴求可能性及び懲戒権の濫用が

問われ、第一審では学生側の勝…訴となった。控訴審

でもまた学生側が勝訴となるのであるが、この際学

生の在学関係を説明するために特別権力関係は以下

のように使用されている（22）。

　公立大学の学生はその自由意思によって営造物

である学校の設置者としての地方公共団体と特別

権力関係に入ったものであるが、公立大学の学長

が学生に対する懲戒として退学に処するには学校

教育法第11条同法施行規則第13条の規定に従わ

なければならない…。学生を退学に処し、特別権

力関係から排除するについて法規上何等の制限が

ないと解するのは不当であり又退学処分は学生た

る身分を失わしめる一その学校において教育を受

けることができなくなるという効果を伴うもので

あって、疑る特定の学校で教育を受け得るという

ことは、その学生個人の享受する積極的な内容を

有する利益というべきであるから、…その学生の

有する権利なりというに妨げない。

処分に付したのは、学長の行政庁としての管理権

に基く行政処分であって、私立大学の学長が学生

に対してなした放学処分とその性質を異にする。

もっとも特別権力関係内における行政処分に対し

ては特別の規定のない限り、争訟を提起すること

ができるかどうかは困難な問題であるけれども、

少くとも放学処分のように被処分者を特別権力関

係から終局的に排除するものは、単に特別権力関

係の内部的処分ということができない…。

　この判例では特別権力関係論の特徴であった法律

の留保の原則の排除は見られず、学生の権利という

見地から、管理権に基づく行政処分としての懲戒処

分を司法審査対象として認めている。もっとも特別

権力関係内の行政処分については明言を避けている。

結果として見れば、国・公立学校の在学関係という

公法関係については特別権力関係を適用する、との

形式論が先行し、その理論の内包した実益は一部看

過された格好となっている。なお、上告審（1954年）

においては「特別権力関係」という言葉さえ用いら

れていない。

　現在では私立学校の在学関係は通説では在学契約

関係であるが、かつて私立学校の在学関係もまた特

別権力関係であるとする判例もあった。中央大学停

学処分取消請求事件の東京地裁判決がそれである。

やや長くなるが引用しよう（23）。なお、傍論ではある

が、この判例でも退学処分については学校の裁量権

の限界があることを論じている。

公立学校の学生に対する停学処分も私立大学の

学生に対する停学処分も、ともに教育施設として

の学校の内部規律を維持し、教育目的を達成する

ため、学校教育法11条、同法施行法13条に則っ

てなされるべき懲戒作用たる点において、なんら

その性質を異にするものではない。けだし法律の

定める学校は公立私立に拘らず公の性質をもつ

もの（教育基本法6条）であって、それ故に法令

は学校長に対し、学内の紀律を維持し、教育の目

的達成に遺憾なからしめんがため、学生・学徒の

懲戒権を付与しているのであり、私立公立を問わ

ず学校長はこの公法的特別権力の授権によって

学生・生徒に対し懲戒処分をなし得るのである。

公立大学の学長が懲戒権の行使として学生を放熱 以上のように、特別権力関係論は法制の戦前、戦
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後区分には従わず、国・公立、さらには私立の学校

を対象として伝承されていた。もっともその理論の

本来の意義については全て存続したわけではなかっ

た。

皿．特別権力関係論の否定

　戦後においても学説、判例上で継承された特別権

力関係論は、1960年代には日本に理論を輸入した行

政法学から否定されることとなる。この否定は特別

権力関係論が法治主義を採らないことへの疑問視か

らなされた。

　特別権力関係論の否定の端緒は1950年代中頃に

は見られ、磯崎辰五郎は特別権力関係の存在、それ

による基本権の制限を是認するが、日本国憲法下で

はこの制限は必ず法律の根拠を必要とすると主張し

ている（24）。これと異なる論考では、「いかなる場合

にも国民の基本的人権は法律によってのみ制限しう

るのであり、その意味で、特別権力関係は全く存在

せず、特別の従属関係と称しうる諸法関係は、それ

らが公権力の発動関係であるかぎり、すべて法治主

義が全面的に貫徹する関係である」㈱とも論じてい

る。佐々木惣一もまた「国民の権利義務条項の拘束

もうけずに、特別権力関係設定の目的達成に必要な

限度において、特別権力の発動を求めていた明治憲

法下の特別権力関係論を反省して、特別権力関係の

観念を、国民の基本的人権を：尊重する立場から、狭

く限定」（26）すべきと論ずる。

　これらの批判はある領域に限り法治主義というフ

ィルターなしに包括的権限、基本権侵害を認める特

別権力関係論を否定するものであった。

　1960年代以降になると批判はより強固なものと

なる。川上は「日本国憲法は、特別権力関係理論を

憲法以前に成立している実在の理論とみることを禁

止しているとするのが正当な解釈であると思われ

る」（27）とし、憲法規定外の権力関係を否定する。室

井もまた緻密に特別権力関係論の出自と憲法下の存

続を検討し否定する（28）。1970年代になるともはや特

別権力関係は存続の余地を持たなくなる（29）。特別権

力関係論の支持者であった田中二郎も1974年の著

書ではそれを修正するに至っている。「今日では、『特

別権力関係』という観念そのものを否定する見解が

多い…たしかに、従来、『特別権力関係』として説明

されてきた分野が、現行憲法のもとに新しく法律の

規制するところとなり、特別権力関係として説明す

る余地がなくなったということもある…また、基本

的人権の尊重確保の趣旨が徹底してくるにつれ、特

別権力関係であることを理由として、基本的人権に

対する制約を無条件にジャスティファイすることは

許されず、特別権力関係という観念を用いることの

意味がほとんど失われてしまったということもある

であろう。しかし、これらのことが特別権力関係の

観念そのものを全く否定し去るべき理由といえるか

どうか、問題がないわけではない」（3⑪）。田中は結論

として「多元的部分社会関係説」（31）を主張するので

あるがこれに対しても批判がある（32）。

　特に1960年代からは、教育学者あるいは行政法学

者から教育行政を対象に、いわゆる「逆コース」化

によるその権限の強化の正当化の理論として用いら

れた特別権力関係論を批判する声が見られた。

　その主要な論者として宗像が挙げられる。宗像は

特別権力関係論を「官僚の教育統制を正当化する『理

論』的武器」（33）として非難し、特別権力関係論者（特

に文部省官吏）との対立姿勢を見せた。

　ドイツの特別権力関係論を対象にその生成段階か

らの研究を行った室井もまた、1950年代後半の日本

の教育行政の現状に対する批判として、「特別権力関

係論の果した歴史的役割を抜きにして、いかなるも

のであれ特殊な法律関係ならばそれを特別権力関係

と称するごとき態度は、特別権力関係論の性格を無

視した濫用であろう」（34）と論じ、日本の教育行政の

特殊な特別権力関係論の論理に警告を鳴らしている。

　兼子は『教育法〔旧版〕』において教育企業経営説

の立場から、非権力関係である在学関係に特別権力

関係は妥当しないと論じている（35）。また、『教育法

〔新版〕』においても、部分社会面を参照する形で、

「教育法学的にはそれはまさに現行教育田下の教育

条理に反すると言わなくてはならない」（36）と批判し

ている。

　また、教育裁判や大学紛争を背景に、特別権力関

係論を否定する主張が見られる。永井は大学紛争の

原因を「大学の、いわゆる旧来の営造物理論あるい

は、研究優先主義の思想による学生の教育をうける

権利あるいは学問の自由にもとつく要求を軽視ない

し無視する態度ないし体質が問題とされる」（37）とし、

戦後教育法制下における権力関係の形式的存続を問

題にする。
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　1980年代になるとほぼ特別権力関係論の主張は

消滅するのであるが、新たな装いをもって一部に見

られる。それは、国立や私立の学校を選択するのは

親・子どもであり、その在学関係は契約によって成

立するが、公立の小・中学校の場合、就学義務の規

定により子どもは入学を強制され、学校と児童・生

徒は特別権力関係に入るという見解である（38）。特別

権力関係論自体が成立せざる理論となっているため、

この見解は採用困難である。だが、在学関係が特別

権力関係であるとする根拠に就学義務を据えた点で、

また選択を契約として捉えた点で、教育意思の存否

に着目した重要な提起であったと言える。

四．特別権力関係論における合意の位置と役割

　特別権力関係論は、憲法枠外に法秩序を形成する

法関係論であり、公の目的という範囲内での行政権

の濫用を企図していた。そして行政領域においては、

ア・プリオリに行政権の優越し、命令、規律等の公

権力が発動する領域が存在することを認識せしめた。

結果、戦前・戦後区分に従わず、特別権力関係が存

在しているとの認識から、行政法学理論が形成され、

また判例も形成されていたと言える。

　教育給付関係上において「所与のもの」として特

別権力関係が存続し得たのは、他にも上記の認識を

支えた2つの要因があると考えられる。

　第1に、教育という活動の本質に関わる。教育と

いう営みは本質的に対等ではない当事者によってな

され、命令や規律を包含する。この本質が、法律上

には存在せず条理として存在した特別権力関係に、

存続の余地を与えてしまった可能性がある。

　第2に、教育給付制度上の要因である。義務教育

制度には強制的行政処分としての就学指定事務が存

在する。これが戦前の強制教育と類似していること

も、法原因としての根拠を与えた点において、特別

権力関係を存続させた要因であると考えられる。つ

まり、特別権力関係の発生する場として学校という

制度があると決定づけた可能性がある。

　特別権力関係論上において合意は上記の要因を支

える力を与えるものとして構成された。すなわち法

治主義という法原理については棚上げする一方で、

「自己決定ゆえの自己拘束」という近代法原理のみ

該当するものとした。この点において合意は行政の

特殊権限を支持する道具としての役割を果たしたと

いうことができる。

　よって特別権力関係論において、教育給付関係の

もつ「協力」の関係という性質は、合意によって達

成されるというよりは、合意の名によって強制され

るものとなった。ここでは逆転現象が発生している

と言える。

　また、黒崎の論じた正統性獲得の視座から言って

も、特別権力関係論が特殊な行政権限を温存させた

理論だけあり、教育を受ける者の姿は理論内に描か

れていない。「教育は誰の意志にしたがって行われる

べきか」という質問に対して、特別権力関係論は「法

律により権能を与えられた教育行政の意思により」

という答えを返すであろう。この点伊藤和衛の理論

基盤であり理論関心であった受教育権の法律による

保障という問題は、教育行政に対する全権委任に都

合よく置き換えられてしまうという危険性を孕んで

いた。これは法律という合意形式の危険性とも言え

る。法律自体がいかに高い理念を掲げようとも、そ

の運用手続きの正統性がない場合には、理念は陳腐

化することになる。繰り返しになるが、特別権力関

係論はこの点において合意を自身の機i能としながら、

一方で合意を軽んじたわけでもある。

V．おわりに

　本稿では在学関係論の一つである特別権力関係論

を対象にし、合意に着目して理論の検討を行った。

特別権力関係論において合意は都合よく利用されて

いたと整理ができるであろう。そしてそれはもはや

過去の出来事であるかのようにも見られる。

　しかし例えば国・公立大学の法人化問題は、現実

には特別権力関係の構造が現在においても継続して

いることを提起したと言える。「教育が誰の意志にし

たがって行われるべきか」という問いに対し、国・

公立大学法人化問題においては、少なくとも学生の

意思にしたがってという答えの導出は極めて困難で

あった。

　そしてまた現在の就学義務制度もこの構造は変わ

らない。現在においても、教育に関する当事者間の

取り決めがないままに教育給付は行われている。教

育給付のために用意された教職員や学校施設、教材

はある。そして教育給付を受ける者もいる。だが、
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教育法制上、この間の接点は実のところ強制的行政

処分以外にはない。教育の意志の反映は極めて困難

な法制度となっている。

　この点では、「日本国憲法の誕生によって『義務と

しての教育』から『権利としての教育』へ教育法制

構造は決定的な転換を遂げた筈であるが、こと『学

校法制における親の位置』に関しては、依然として、

『義務としての教育』が存続して」おり、また子ど

もについても「『教育を受ける権利』（学習権）の憲

法上の保障にも拘らず、学校法制上、その地位は学

習の主体・学校の構成員としてよりも、教育の客体・

学校営造物の利用者として位置づけられている」（39）

という結城の指摘は正当であると言わざるを得ない。

教育法制の不備が存続していることに対する自覚は

必要であろう。

　今後は冒頭で述べた3種類の在学関係論のうちの

残りの理論、すなわち特別権力関係論の後を引き継

いだ部分社会論、そして日本教育法学会の通説とな

っている在学契約論の合意論の視座からの検討を課

題とする。
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